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小 樽 警 察 署

運転経歴証明書は、運転免許証に代わる
公的な身分証明書として可能です。
令和元年12月1日からは、運転免許証の
有効期限が失効して５年以内の方も運転経
歴証明書の交付が受けられます。

加齢に伴い視野障害や筋力の衰えなど、身体機能が低下す
ると、運動操作のミスへとつながり、交通事故を引き起こす
可能性が高まります。
「若い頃とちょっと違うな」「おかしいな」と感じたら、
運転免許証返納時期かもしれません。
高齢ドライバーや家族のみなさん、高齢や病気等で運転を
続けることに不安を感じたらお電話ください。

安全運転ダイヤル
♯８０８０（シャープハレバレ）

運転免許証を返納すると「運転経歴証明書」
の交付が受けられます。


